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要　約
　XR とは，VR，AR，MR といった○○リアリティと呼ばれる技術の総称である。近年の情報処理技術の発
展により，より身近なサービスや製品において，XR 技術を目にするようになっている。VR とは，Virtual 
Reality（仮想現実）を指し，人間の感覚器官に働きかけ，現実ではないが実質的に現実のように感じられる
環境を人工的に作り出す技術を意味する。
　また，AR とは，Augmented Reality（拡張現実）を指し，現実空間に仮想のオブジェクトを重ね合わせ
ることで，文字通り現実世界を拡張させる技術を意味する。さらに，MR とは，Mixed Reality（複合現実）
を指し，現実／仮想の，主従のない調和を目指す包括的な技術を意味する。
　本稿では，XR の中でも特に AR/MR 関連の特許出願のクレーム表現についてテキストマイニングを用いて
分析し，これについて考察する。なお，筆者は，博士課程在籍時や大学研究員時代に，AR に携わる研究をし
ていたこともあり，自身の AR 関連の研究にも携わった経験や思い出話も紹介していく。
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1.緒言
　XR とは，VR（Virtual Reality），AR（Augmented 

Reality），MR（Mixed Reality）といった○○リアリ
ティと呼ばれる技術の総称である。近年の情報処理技
術の発展により，より身近なサービスや製品におい
て，XR 技術を目にするようになっている。特に，仮
想空間に仮想のオブジェクトを配置するに留まってい
た VR の世界だけでなく，現実環境と仮想環境との調
和を提言する MR の台頭が注目される。
　これらの技術の躍進とともに，その技術的アイデア
を知財という形で保護する必要があり，VR/AR/MR
等の技術を前提とした特許出願もしばしば行われてい
る。また，これらの技術を主体とするものでない特許
出願であっても，明細書の文言上のサポートを狙っ
て，VR/AR/MR といった語句を登場させ，このよう
な技術を組み合わせて用いてもよい，といった旨を記
載することが往々にして行われている。
　本旨に入る前に，VR/AR/MR の違いを明確にさせ
ておきたい。インターネットでの検索結果を見るに，
誤用も散見されるため注意が必要である。Toronto 大
学の Paul Milgram 氏は，MR を AR（拡張現実）か
ら AV（Augmented Virtuality＝拡張仮想）までを含
む包括的な概念だと位置づけている（1）。すなわち，
VR/AR/MR の概念的関係は図 1 に示す通りであり，
MR は AR の上位概念であることも把握される。
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　AV は AR に比べ聞き慣れないようにも思えるが，
主たる仮想環境に現実のオブジェクトを重畳させる技
術を指している。つまり，主たる現実環境に仮想のオ
ブジェクトを重畳させる AR と比して，環境の主従が
逆になっていると考えればよい。そして，MR はどち
らを主たる環境とするかにかかわらず，両者の調和を
指す技術用語である。
　さて，筆者は，特に情報処理技術の特許出願を生業
とする弁理士である。特に，一般的な特許事務所で取
り扱っている大手企業の研究開発によって生み出され
た発明だけではなく，近年，特許庁が支援に力を入れ
ているスタートアップ，ベンチャー企業のコア技術か
ら大学研究から生み出された発明まで，様々な属性を
有する出願人の依頼を受けている。実際のクライアン
トの依頼においても，XR をベースとした事件を担当
している。
　また，筆者は，特許事務所に勤務する前に大学でポ
スドクをしており，テーマの一つとして広義の AR に
携わる研究をしていた。本稿では，筆者自身がかつて
AR 関連の研究にも携わった経験や，思い出話も踏ま
え，近年増えつつある XR 関連の特許出願のクレーム
表現について考察する。

2.Virtual Reality
　第 2～4 節では，それぞれの XR 技術について例を
挙げて詳述する。本節ではまず，Virtual Reality（VR）
について説明する。

　2.1　VR とは
　Virtual Reality は，人間の感覚器官に働きかけ，現
実ではないが実質的に現実のように感じられる環境を
人工的に作り出す技術を指す（2）。健常なヒトの場合，
各感覚器官から得られる情報のうち，その 85％は視
覚によるものだとされている（3）。そのため，VR では
視覚情報を主とするものが大半であり，VR 環境を実
現 す る に あ た っ て，PlayStation®VR，VR VIVE®，
Oculus® 等に代表されるヘッドマウントディスプレイ
を用いることが一般的となっている。また，人工的に
作り出した視覚情報を提示するため，コンピュータ・

グラフィクスが用いられることも多い。ただし，VR
＝CG との誤解も散見されるため，両者の違いに留意
されたい。VR と CG とは，レイヤーの異なる技術であ
り，CG は，VR を通して視覚情報を提示する際に用い
られる画像作成の一技術と考えればよい。
　また，視覚だけではなく，聴覚や触覚等，視覚以外
の感覚器官への情報提示も合わせて行われることが多
い。複数の感覚器官に同時に情報を提示することで，
視覚と味覚，視覚と聴覚等，本来別々とされる知覚が
互いに影響を及ぼし合うクロスモーダル効果が期待さ
れる。
　Augmented Reality（AR）や，その上位概念であ
る Mixed Reality（MR）では，仮想的な情報と，現実
世界の情報とを組み合わせることとなるが，Virtual 
Reality では，仮想空間内に仮想オブジェクトを配置
するといった，純粋な仮想的な情報の提示だけがなさ
れる点が異なっている。

　ところで，筆者は先程から，「仮想的な情報」，「仮
想空間」，「仮想オブジェクト」といった「仮想」とい
う言葉を用いているが，この言葉に関して少し留意し
ておきたい事項があるので，以下，補足する。
　少し話が脱線するのだが，2021 年現在東京大学名
誉教授で，日本の Virtual Reality の権威である舘暲

（たちすすむ）先生をご存知だろうか。舘先生は，今
から 12 年前の 2009 年に東京大学大学院情報理工学系
研究科を定年退職されたのだが，当時，研究室こそ異
なるものの，舘先生と同じ専攻の修士課程の学生で
あった筆者は，舘先生が退官されるということで，最
終講義を聴講している。その際に，Virtual Reality の
訳語についてお話をされていたので，ここでその話を
少し触れたく思う。
　舘先生曰く，英語の “virtual” は本来「厳密には異
なるがほとんど同様の」という意味であり，コン
ピュータ関連の文脈においては「物理的には存在しな

図 2　Oculus Quest 2 を装着した筆者

図 1　Paul Milgram 氏による VR/AR/MR の分類
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いもののそのようにみえる」という意味で用いられ，
Virtual Reality も例に漏れず，このような virtual の
使用の一例であるそうだ。
　Virtual Reality は，日本語では「仮想現実」と訳さ
れるが，本来の日本語の「仮想」という言葉は，例え
ば「仮想敵国」に代表されるように，「仮に想定する
こと」であり，“virtual” 本来の「厳密には異なるが
ほとんど同様の」という意味とは異なっている。この
ように，本来異なる日本語を訳語として当てているこ
とから，Virtual Reality で提示される情報を，日本語
に引っ張られて，あくまでも仮に想定したもの，偽物
であるという誤った解釈をしないでほしいということ
である（4）。余談だが，日本語だけでなく韓国語でも同
じように仮想現実（ファサンヒョンシルと発音）と呼
んでいる。一方，中国語は異なる訳語を当てているよ
うである。
　筆者が XR 関連の明細書を書く際には，もちろん，
仮想空間／仮想オブジェクト等に代表される「仮想」
という言葉を使用することがあるものの，この言葉を
入力するたびに舘先生のお言葉を思い出すものである。

　2.2　VR を用いた発明の例
　VR を用いた発明の特許出願は，個人発明家から国
内外のメーカーに至るまで数多く出願されている。発
明の名称に「仮想現実」という文言を直接含む出願は
年間 50 件前後で推移している。
　一例として，株式会社 Five for の特許第 6723417
号を取り上げる。同社は，VR 関連のコンテンツ創出
等をメイン事業としているベンチャー企業であり，
VR が同社の基幹技術といえる。
　ところで，ヘッドマウントディスプレイを用いる一
般的な VR の提示システムでは，表示される映像の進
行方向をユーザの向いている向きで設定することが多

い。筆者自身も Oculus Quest 2 を所持しているため，
これを当然のことに思っていた。一方，この特許発明
では，ユーザの向きではなく，別途設定した原点位置
から見た，ユーザの現在位置の方向（位置ベクトル）
によって，表示させる映像の進行方向を決定している。
　図 3 に，本特許の請求項 1 を示す。「仮想現実」と
いう文言をそのまま使う形で，「仮想現実システム」
という発明の名称が付されている。
　請求項 1 を見てみると，発明の名称以外に，仮想オ
ブジェクト，仮想空間といった VR に関連する語句の
使用はなく，一般的な画像，映像関連のクレーム表現
が主体となっている。また，カテゴリ違いのプログラ
ムクレームも権利化されており，同社が既存のデバイ
スにプログラムで上記のような制御を実行させること
も想定していることが伺える。
　気になる点があるとすれば，「仮想現実」の映像と
いう限定を入れているため，前述した Paul Milgram
氏による定義に照らし合わせるならば，複合現実での
映像を含むか否かという疑義が残っているようにも思
う。なお，明細書中に AR や MR 等を文言的に補足
する記載は，これといって見られなかった。

3.Mixed Reality
　続いて本節では，Mixed Reality（MR）について詳
述する。

　3.1　MR とは
　Mixed Reality は，仮想環境と現実環境とを融合す
る技術の総称であり，拡張現実や拡張仮想をも含む包
括的な概念である。狭義には，VR が，ユーザ周囲の
現実を遮断して，コンピュータ内で閉じた世界を構成
する考え方であったのに対して，MR では，仮想環境
と現実環境とが相互に関連を持つ世界を構成する考え

図 3　特許 6723417 号の請求項 1
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方となっている。
　さて，視覚的に現実環境と仮想環境とを融合させる
には，それぞれの世界において定義される座標系を一
致させる必要がある。
　人間は，3 次元世界の幾何学的情報を認識するにあ
たって，実は網膜に映る 2 次元情報を利用している（5）。
つまり，座標系の整合とは，現実環境における撮像系

（カメラ）の位置姿勢と，撮像系内の射影変換特性と
を把握し，これに基づいて仮想オブジェクトを適切な
位置に描画することである。位置合わせについての発
明は，特に AR 等で多く見られるが，これは，AR の
説明において改めてするものとする。

　3.2　MR を用いた発明の例
　発明の名称に「複合現実」という文言を直接含む出
願は，年間 10 件前後で推移しており，VR に比べる
と，その少なさが際立っている。ここで，少し面白い
従属請求項を立てているのが，コールセンター業を主
とする大手企業である株式会社ベルシステム 24 ホー
ルディングスである。同社の特許第 6823688 号に着目
されたい。発明の名称は，「複合現実技術を用いたカ
スタマーサポート支援装置及び装着型情報処理端末」
である。
　本特許では，製品購入後のコールセンターへの問合

せの難しさを課題に挙げ，電話越しに如何にわかりや
すく製品の使用方法等を伝達できるかに注目してい
る。特に近年では，コールセンターのスタッフもリ
モートで対応することが増えており，手元に製品の実
機がない中，対応しなければならないという状態が増
えつつある。図 4 に，本特許の請求項 1 を示す。
　発明の名称には，複合現実技術という言葉が入って
いるものの，請求項 1 には，これを規定する文言は特
になく，かなり広い権利範囲という印象を受ける。使
用されている文言も，特に XR を意識したものではな
く，データを作成／動画を作成／表示／制御　等，一
般的な情報処理系の表現が用いられている。なお，請
求項 1 に対応するプログラムクレームはなく，代わり
に別途端末の権利を取得していた。
　さらに，面白いのが，従属請求項である。図 5 に，
本特許の請求項 2 を示す。請求項 2 では一転して，
MR に関する技術であることが記載されている。しか
も，現実環境，仮想空間，仮想オブジェクト等といっ
た，XR 系の発明のクレーム中によく用いられるであ
ろう具体的な情報を出さず，シンプルに「複合現実を
含むデジタル描画技術」と表現している。また，MR
だけではなく，VR や，MR の一形態である AR も記
載している点も興味深い。
　また，図 6 に示されるように，明細書の段落【0026】

図 4　特許 6823688 号の請求項 1

図 5　特許 6823688 号の請求項 2

図 6　特許 6823688 号の明細書段落【0026】
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には，先に述べた Paul Milgram 氏の定義云々はさて
おき，MR が最も好ましい旨が記載されており，MR
を積極的に主張した出願であることも予想される。

4.Augmented Reality
　続いて本節では，Augmented Reality（AR）につ
いて詳述する。

　4.1　AR とは
　Augmented Reality は，前述した MR の下位概念
であり，視覚や聴覚，触覚等の知覚に与えられる情報
を，現実の環境に対して，コンピュータによる処理で
追加あるいは削減，変化させる技術を指す（6）。実装例
として，スマートフォンのカメラを通じて得た外界の
映像に，リアルタイムにキャラクターの画像を重ね，
あたかもその場所にキャラクターが出現したかのよう
に演出するビデオゲーム等が挙げられる。
　また，現実の環境に光学的に情報を付加等するプロ
ジェクション・マッピングと呼ばれる技術も，広義に
は AR に含まれると解する。プロジェクション・マッ
ピングという言葉があまりメジャーではない頃は，当
業者間では投影型 AR 等とも呼ばれていた（7）。
　ところで筆者も，投影型 AR（要するに今風に言う
とプロジェクション・マッピング）の研究に携わって
いたことがあり，こちらも参考までに簡単に共有して
おきたい。
　プロジェクション・マッピングというと，2012 年 9
月の，東京駅丸の内駅舎保存・復原工事の完成を祝う
記念イベントが思い出される方も多いだろう。一般的
にプロジェクション・マッピングというと，大きな建
物等に視覚情報が光学的に重畳されることを想定する
であろうが，筆者が行っていた研究は，静止していな
い物体（動的物体）にプロジェクション・マッピング
を行おうとするものであった。
　プロジェクション・マッピングに限らず，Aug-
mented Reality，さらには MR 全般として，現実環境
と仮想環境との整合性が重要となる。整合性は，以下
のように分類することができる（8）。
・ 幾何学的整合性：現実環境と仮想環境における空間

的な位置やサイズ
・ 光学的整合性：現実環境と仮想環境における色，明

るさ，影といった光学条件
・ 時間的整合性：処理遅延等がなく現実環境と仮想環

境の同期がとれているという条件
　特に，時間的整合性がとれていない（＝時間的不整
合）とは，以下の 2 つの場合が想定される。
・ 本来ある時刻に提示すべき映像が，数十ミリ秒後等

に表示される。
・ 対象が運動しているために，遅延による幾何学的不

整合が生じる。→これを「時間幾何学的不整合」と
称する。

　筆者は，「時間幾何学的不整合」を解消するための，
サッカードミラーと呼ばれる光学系を主体としたシス
テムを提案し，「るみぺん」という名前を付けていた。
図 7 は，「るみぺん」のセットアップの概要を示して
いる。このシステムでは，1000fps という高いフレー
ムレートを有するセンサとしてのカメラと，映像を投
影するためのプロジェクタとが系の一端に同軸に設置
され，系の他端には，レーザのスキャン等に利用され
るガルバノミラーが設けられている。ガルバノミラー
を用いることで，ミリ秒単位という高速さで（今風に
言うと爆速に？）光軸の向きを制御することができる。
　このようなセットアップの下，投影先である動的対
象が常にカメラの画角中心に来るよう，カメラの画像
を用いたビジュアルフィードバックを用いて，ガルバ
ノミラーの角度をミリ秒オーダで制御する。すると，
カメラと同軸光軸を有するプロジェクタは，常に動的
対象に対して，投影による何らかの情報を付加するこ
とができる。
　当該システムを用いて，ピンポン玉に表情を付加す
るようなデモを行ったので，その結果を図 8 に示す。

図 7　るみぺんのセットアップ（9）
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カメラのフレームレートと，ガルバノミラーによる光
軸制御とをいずれもミリ秒オーダという高速な制御と
することで，時間幾何学的整合性のとれた投影を実現
している。なお，ハードウェアの側面だけではなく，
投影する情報に限らず動的対象を安定的に認識させる
画像処理のアルゴリズムにも，工夫が凝らされている。

　この研究成果は 2012 年頃に出されたもので，翌
2013 年に映像情報メディア学会より「高速光軸制御
を用いた動的物体への投影型拡張現実感」という学術
論文（8）が発表されている。また，当該関連研究は，筆
者の出身研究室である東京大学石川グループ研究室で
今もなお継続されている（10）。

図 8　ピンポン玉を用いたデモ（9）

　4.2　AR を用いた発明の例
　発明の名称に「拡張現実」という文言を直接含む出
願は，年間 70 件前後で推移している。AR は MR の
下位概念として定義されるものだが，MR に比べると
一般認知度が高く，使用頻度も高い言葉であることが
伺える。
　VR の例では，ベンチャー企業の特許発明を紹介し，
MR の例では，非製造業の特許発明を紹介したので，
対比としてこちらは王道ということで，大手製造業で
あるファナック株式会社の特許第 6434476 号を取り上
げる。
　工作機器メーカーとして知られる同社だが，本特許
では，加工シミュレーションを AR によって実現する
発明を提案している。従来技術をベースとして，工作
機器内に固定の AR マーカを配置することで仮想的に
ワークの加工シミュレーションを行おうとすると，実
際の工作機械の制御軸と，仮想環境の座標系の軸とが
整合されておらず，例えば，実際の制御軸の 1 つが他
の軸に影響を与える等といった状況に対応させること
ができなかった。やはり本特許も位置合わせの課題を
主張している。
　図 9 に，本特許の請求項 1 を示す。発明の名称は，

「拡張現実シミュレーション装置及び拡張現実シミュ
レーションプログラム」であり，実は，本特許に限ら
ず「拡張現実」という文言を発明の名称に含む出願が
目立つのが同社の特徴である。
　請求項 1 を見てみると，変換手段というものが肝に
なるように思える。つまり，制御軸どうしの位置関係

図 9　特許 6434476 号の請求項 1



AR/MR 関連出願で使用されるクレーム表現の考察

Vol. 74　No. 8 － 49 － パテント 2021

の変化を，仮想環境の座標系にも適切に反映させるこ
とで，AR を用いた，工作機械による加工シミュレー
ションを実現している。例えば，ユーザがヘッドマウ
ントディスプレイ等を通して工作機械を見ることで，
仮想的なワークの加工の様子を視認することができる。
　なお，こちらのクレームには，「仮想オブジェクト」
や「現実の工作機械」といった，AR 系のクレームに
特有の表現が含まれており，前述した VR の一例であ
る 特 許 第 6723417 号 や MR の 一 例 で あ る 特 許 第
6823688 号とは対照的である。一方，特許第 6723417
号と同様，カテゴリ違いのプログラムクレームが権利
化されており，これは，一般的な情報処理系の発明の
カテゴライズに起因するものであると考えられる。

5.クレーム中に使用される語句の検討
　続いて本節では，よりマクロな視点で，XR 関連の
出願のクレーム表現について検討する。前述の紹介で
は，発明の名称に含む，という分かりやすい検索方法
を用いたが，より多くの母集団を得るために，図 10
に示されるような検索式を取り入れた。ただし，検索
対象を VR まで含めると数が膨大となるため，今回の
検討は，より筆者が専門的に明るい，MR/AR に絞っ
て行うこととした。
　上記検索式でヒットした公報は，過去 10 年で 2253
件であった。ヒットした公報から，請求項 1 のみを抽
出し，User Local（11）という SaaS 型の AI ツールでテ
キストマイニングを行った。なお，同ソフトウェアの
仕様上，最大 20 万文字までしか対応していないため，
過去 10 年を，次のように区切って実施した。
　（1）2011～2013 年公開分　合計 190,967 文字
　（2）2014～2015 年公開分　合計 185,152 文字
　（3）2016 年公開分　合計 92,601 文字
　（4）2017 年公開分　合計 174,386 文字

図 10　AR/MR 関連の特許出願の検索式

図 11 　請求項 1 に含まれる名詞／（1）2011～2013 年公開分　
合計 190,967 文字

図 12 　請求項 1 に含まれる名詞／（2）2014～2015 年公開分　
合計 185,152 文字

　（5）2018 年公開分　合計 172,427 文字
　（6）2019～2021 年公開分　合計 147,610 文字
　マイニングにあたって，下記の語句を除外するもの
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と設定した。
　『前記，上記，上述，請求項，請求，項，当該，該，
手段，装置，システム，プログラム，有する，備え
る，具備，基づく，基づい，係る，発明，できる，行
う，行なう，なす，含む』

　5.1　名詞
　上記分類（1）～（6）での，公開された請求項 1 に含
まれる名詞について分析したところ，図 11～図 16 に
示される結果となった。
　上記を踏まえ，筆者が気になった語句について考察
する。

　5.1.1　画像
　結果からも明らかなように，すべてにおいて，「画
像」が 1 位となった。また，画像に密接に関連するた
め，「表示」が 3 位以内に入る結果となった。ここで
の「画像」は，jpg, png, gif といったピクセルデータ
の意味合い（狭義）ではなく，ユーザが視認可能な情
報（広義）として用いていると想定される。
　なお，個人的には「情報」よりも「画像」の方が多
いことに意外性を感じた。情報処理系の分野では，○
○情報といったものを定義することが多く，広義の意
味での画像を用いたいときは，筆者は視覚情報や表示
情報等と表現することが多い。ただ実際の出願では，
単にピクセルデータという狭義の意味合いも含みうる

図 13 　請求項 1 に含まれる名詞／（3）2016 年公開分　合計
92,601 文字

図 14 　請求項 1 に含まれる名詞／（4）2017 年公開分　合計
174,386 文字

図 15 　請求項 1 に含まれる名詞／（5）2018 年公開分　合計
172,427 文字

図 16 　請求項 1 に含まれる名詞／（6）2019～2021 年公開分　
合計 147,610 文字
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「画像」が最も多く使われていることが分かった。
　5.1.2　オブジェクト
　この語句は，主に仮想的な物体の意味合いで用いる
ことが多いと推察される。筆者もこの語句を頻用して
いる。例えば，「現実空間に仮想オブジェクトを重畳
させる」といった AR ならではの表現が想定される。
オブジェクトのランクインは想定内であったが，これ
と共起性が高いであろうと想定していた，「重畳」や

「空間」は，恒常的にランクインすることはなく筆者
の想定と異なっていた。なお，「空間」は，2019～
2021 年公開分のみ，「拡張現実」という語句よりも下
位に現れた程度である。

図 17 　請求項 1 に含まれる動詞／（1）2011～2013 年公開分　
合計 190,967 文字

図 18 　請求項 1 に含まれる動詞／（2）2014～2015 年公開分　
合計 185,152 文字

図 19 　請求項 1 に含まれる動詞／（3）2016 年公開分　合計
92,601 文字

図 20 　請求項 1 に含まれる動詞／（4）2017 年公開分　合計
174,386 文字

　5.1.3　位置
　AR を含む MR では，現実環境と仮想環境との位置
合わせが重要であると述べたが，それに関連してか

「位置」という語句も多く見られる結果となった。位
置合わせそのものの発明でなかったとしても，例え
ば，「マーカの位置に仮想オブジェクトの画像を表示
させ」といった表現が想定されるため，この結果は容
易に想像がつくものであった。
　5.1.4　拡張現実
　今回の対象技術そのものを指す言葉もランクインす
ることが確認された。一方で，「複合現実」はいずれ
の年でもランク外であった。これは，複合現実よりも
拡張現実の方が一般認知度は高く，必然的に請求項に
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おいても使用される割合が高いということであろう。

　5.2　動詞
　続いて，上記分類（1）～（6）での，公開された請求
項 1 に含まれる動詞について分析したところ，図 17
～図 22 に示される結果となった。
　上記を踏まえ，筆者が気になった語句について考察
する。
　5.2.1　合わせる
　2014～2015 年のみに登場しているが，MR 関連と
いう意味では重要度が高く，「位置合わせ」に関係す
る話で登場していることに由来すると解する。

　5.2.2　関連付ける
　いずれの年においても「関連付ける」が上位にラン
クインした。ただ，情報処理分野において，異なる情
報どうしを紐付けるといった意味合いで頻用する語句
であるから，この結果は，MR 分野に限ったことでは
ないと推察される。「受け付ける」，「表す」等も同様
に，MR に限らず，一般的な情報処理分野のクレーム
の表現であろう。

　5.3　形容詞
　さらに，上記分類（1）～（6）での，公開された請求
項 1 に含まれる形容詞について分析したところ，図
23～図 28 に示される結果となった。結果からも明ら

図 21 　請求項 1 に含まれる動詞／（5）2018 年公開分　合計
172,427 文字

図 22 　請求項 1 に含まれる動詞／（6）2019～2021 年公開分　
合計 147,610 文字

図 23 　請求項 1 に含まれる形容詞／（1）2011～2013 年公開
分　合計 190,967 文字

図 24 　請求項 1 に含まれる形容詞／（2）2014～2015 年公開
分　合計 185,152 文字
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かなように，形容詞については，MR 分野特有の表現
はいっさい見られなかった。

6.結言
　本稿では，筆者自身がかつて AR 関連の研究にも携
わった経験や思い出話も踏まえ，XR 関連技術につい
て概述した。また，近年増えつつある AR/MR 関連
の特許出願のクレーム表現について，テキストマイニ
ングツールを用いてマクロに抽出し，検討を行った。
　その結果，名詞については，MR 分野に頻用される
表現や語句を把握することができた。動詞について
は，名詞に比べると明らかに一般的な情報処理分野に
関連するものばかりが散見された。さらに，形容詞に

図 25 　請求項 1 に含まれる形容詞／（3）2016 年公開分　合
計 92,601 文字

図 26 　請求項 1 に含まれる形容詞／（4）2017 年公開分　合
計 174,386 文字

図 27 　請求項 1 に含まれる形容詞／（5）2018 年公開分　合
計 172,427 文字

図 28 　請求項 1 に含まれる形容詞／（6）2019～2021 年公開
分　合計 147,610 文字

いたっては，特徴を把握することができない程度に一
般的な語句の羅列という結果しか得られなかった。
　テキストマイニングを用いた分析は筆者自身も初め
て行ったことであり，興味深いものであった。機会が
あれば他の分野においても同様に検討したいと思う。
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